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第117期 ( 2019年2020年
４月
３月

１
31
日から
日まで)株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 23,519 13,653 0 13,653 9,865 126,600 6,598 143,064
当期変動額
別途積立金の積立 2,000 △2,000 －
剰余金の配当 △2,016 △2,016
当期純利益 2,554 2,554
自己株式の取得
土地再評価差額金の取崩 101 101
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － 2,000 △1,360 639
当期末残高 23,519 13,653 0 13,653 9,865 128,600 5,238 143,704
　
　

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △145 180,091 9,552 543 10,095 190,187
当期変動額
別途積立金の積立 － －
剰余金の配当 △2,016 △2,016
当期純利益 2,554 2,554
自己株式の取得 △0 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 101 101
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △5,008 △101 △5,110 △5,110

当期変動額合計 △0 639 △5,008 △101 △5,110 △4,470
当期末残高 △145 180,731 4,543 441 4,985 185,716
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日から
日まで)個別注記表

　
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　
重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社及び子法人
等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについて
は、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記１．及び２．（1）と同じ方法により行っ
ております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建 物 ６年～50年
　 その他 ３年～20年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における
利用可能期間（５～７年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保
証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先（以下、「破綻先」という）に係る債権及びそれと

同等の状況にある先（以下、「実質破綻先」という）の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後
経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先（以下、「破綻懸念先」という）の債権については、債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しており
ます。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口先のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の
約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）に
より計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績
から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監

査部署が査定結果を監査しております。
（2）退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上
の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（３年）による定額法により

費用処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
（3）睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に
備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

（4）偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失
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の見積額を計上しております。
（5）ポイント引当金

ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合
の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。

７．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日。以
下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方
法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利
スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一とな
るようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えて
いるほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年７
月29日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債
権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評
価しております。

８．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定

資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
　
注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額 8,084百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は4,675百万円、延滞債権額は23,028百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は400百万円であります。

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,600百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３
ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は32,704百万円でありま
す。
なお、２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商
業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は4,936百
万円であります。
７．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産 有価証券 26,355百万円
担保資産に対応する債務 預 金 46,768百万円

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、その他の資産85,282百万円を差し入れておりま
す。
また、その他の資産には、保証金928百万円が含まれております。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は915,955百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の
時期に無条件で取消可能なものが830,613百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を
することができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めてい
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る行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
９．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価
差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ
を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2000年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める地価公示
法の規定により公示された価格（一部は同条第２号に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地につい
て判定された標準価格）に基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出する方法と、同
条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,952百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 48,144百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,015百万円
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債
務の額は77,691百万円であります。

13．関係会社に対する金銭債権総額 9,245百万円
14．関係会社に対する金銭債務総額 15,149百万円

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 31百万円
役務取引等に係る収益総額 192百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 31百万円
関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 1百万円
役務取引等に係る費用総額 1,090百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 2百万円
その他の取引に係る費用総額 920百万円

２．その他の特別利益は、土地収用に伴う移転補償金であります。
３．営業損益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び使用方法の変更や地価の著しい下落等により投資額の回収
が見込めなくなった固定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額498百万円を減損損失と
して特別損失に計上しておりますが、その内訳は次のとおりであります。

地 域 用 途 種 類 減損損失額
（百万円）

福島県内
営業店舗等

土 地 223
建 物 180

その他の有形固定資産 20
その他の無形固定資産 5

遊休資産
建 物 48

その他の有形固定資産 16
福島県外 営業店舗 建 物 4

計 498
　

減損損失における資産のグルーピングは、収益管理上の最小区分である営業店単位（ただし収支関係が相互補完
的である営業店グループは、当該グループ単位)で行っております。
また、遊休資産については、各々独立した単位として取り扱っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産
鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については、路線価など市場価格を適切に反映している指標に基づい
て算定した価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
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４．関連当事者との取引は以下のとおりであります。
（１）子会社等

（単位：百万円）

種類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）

割合
関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子法人等 東邦信用保証
株式会社

所有
直接 50％
間接 50％

各種ローンの
被債務保証取引
役員の兼任

ローン債権
に対する被
債務保証

734,509 － －

保証料の
支払 806 － －

被債務保証の
履行によるロ
ーンの回収

575 － －
　

取引条件及び取引条件の決定方針等
保証条件は、商品ごとに保証対象の各種ローンの信用リスク等を勘案し決定しております。保証料は、各種

ローン債務者が上記子法人等に直接支払うほか、一部のローンについては当行が支払っております。

（２）役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

種類 会社等
の名称

資本金
又 は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内 容

取 引
金 額 科目 期 末

残 高

役員及び
その近親者 松村千夏子 －会社員 －与信取引先資金の貸付

（平均残高）
1 貸出金 10

１．当行常務取締役須藤英穂の義妹であります。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
　 一般の取引と同様な条件で行っております。

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首
株 式 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 式 数 摘 要

自己株式
普通株式 442 0 － 442 （注）
合 計 442 0 － 442

（注）変動事由の概要
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株

　
（有価証券関係）

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2020年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた評価差額
（百万円）

売買目的有価証券 0
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２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2020年３月31日現在）
貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

子会社・子法人等株式 － － －
関連法人等株式 － － －

合 計 － － －
　

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 6,683
関連法人等株式 －

合 計 6,683
　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」に含めておりません。

　

３． その他有価証券（2020年３月31日現在）

種類
貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 20,156 10,921 9,235
債券 174,969 173,048 1,921
国債 36,595 36,004 590
地方債 35,871 35,429 441
社債 102,503 101,614 889
その他 23,545 22,749 795

小計 218,671 206,719 11,952

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 10,213 13,403 △3,190
債券 29,597 29,910 △313
国債 11,132 11,356 △223
地方債 3,985 4,000 △14
社債 14,479 14,553 △74
その他 70,700 72,809 △2,109

小計 110,510 116,123 △5,613
合 計 329,182 322,843 6,339

　

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額
（百万円）

株式 1,848
その他 26,251

合 計 28,100
　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
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４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 3,042 835 313
債券 108,941 2,460 49
国債 108,790 2,459 49
社債 150 0 －
その他 69,938 1,591 129

合 計 181,921 4,887 492
　

５．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ
ては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損
処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、1,285百万円（うち、株式1,031百万円、社債159百万円、その他93百万円）

であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について決算日における時価が取得原価

に比べて50％以上下落している場合、及び30％以上50％未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去一定期間の
時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。

　
（金銭の信託関係）

　

１．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）

貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの
（百万円）

うち貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 5,450 5,450 ― ― ―
　

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」
はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
繰延税金資産
貸倒引当金 3,524百万円
退職給付引当金 2,805
減価償却 885
土地再評価差額金 1,839
その他 3,334

繰延税金資産小計 12,389
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 △3,423
繰延税金資産合計 8,966

繰延税金負債
土地再評価差額金 2,821
その他有価証券評価差額金 1,837
その他 44

繰延税金負債合計 4,704
繰延税金資産の純額 4,261百万円
貸借対照表における表示は以下のとおりであります。
繰延税金資産 7,083百万円
再評価に係る繰延税金負債 2,821百万円
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（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 736円80銭
１株当たりの当期純利益金額 10円13銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。
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第117期 (2019年2020年
４月
３月

１
31
日から
日まで)連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 23,519 13,653 151,640 △145 188,667
当期変動額
剰余金の配当 △2,016 △2,016
親会社株主に帰属する当期純利益 2,727 2,727
自己株式の取得 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 101 101
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 813 △0 813
当期末残高 23,519 13,653 152,453 △145 189,480
　

　
　

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 9,877 543 △3,960 6,460 195,127
当期変動額
剰余金の配当 △2,016
親会社株主に帰属する当期純利益 2,727
自己株式の取得 △0
土地再評価差額金の取崩 101
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △5,003 △101 150 △4,954 △4,954

当期変動額合計 △5,003 △101 150 △4,954 △4,141
当期末残高 4,874 441 △3,810 1,505 190,985
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第117期 ( 20192020
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)連結注記表

　
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　
１ 連結計算書類の作成方針
　
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
（1）連結の範囲に関する事項

　 ① 連結される子会社及び子法人等 ７社
会社名
とうほう証券株式会社
東邦リース株式会社
株式会社東邦カード
株式会社東邦クレジットサービス
東邦信用保証株式会社
東邦情報システム株式会社
株式会社とうほうスマイル

　 ② 非連結の子会社及び子法人等 ２社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持
分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企
業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲
から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
　 ① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
　 ② 持分法適用の関連法人等 １社

会社名
ふるさと産業躍進投資事業有限責任組合

　 ③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ２社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合

　 ④ 持分法非適用の関連法人等 １社
会社名
とうほう事業承継投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに持分法非適用の関連法人等は、当期純損益（持分に
見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、
持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しておりま
す。

（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日 ７社

　
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　
２ 会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については、移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証
券については、原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただ
し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っており
ます。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行って
おります。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
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（4）固定資産の減価償却の方法
　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建 物 ６年～50年
　 その他 ３年～20年
　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに
連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年～７年）に基づいて償却しております。

　 ③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残
価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

（5）貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先（以下、「破綻先」という）に係る債権及びそれと

同等の状況にある先（以下、「実質破綻先」という）の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後
経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先（以下、「破綻懸念先」という）の債権については、債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しており
ます。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口先のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の
約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）に
より計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績
から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監

査部署が査定結果を監査しております。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認

めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上
しております。

（6）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に

備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（7）偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失
の見積額を計上しております。

（8）ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行並びに連結される子会社及び子法人等が発行するクレジットカードの利用により付与

したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められ
る額を計上しております。

（9）特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、証券業を営む連結される子会社における金融商品取引責任準備金であり、受託等をした

市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の５第１項及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

（10）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであ
ります。
過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（３年）による定額法により

費用処理
数理計算上の差異 ：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（11）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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なお、一部の連結される子会社及び子法人等の外貨建資産及び負債については、それぞれの決算日等の為替相
場により換算しております。

（12）リース取引の処理方法
（貸手側）

リース取引開始日が2008年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 2011年３月25日）
第81項に基づき、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）適用初年度の前連
結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）を同会計基準適用初年度期首のリー
ス投資資産の価額として計上しております。
また、当該リース投資資産については、同会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法

は、定額法によっております。
（13）収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を
計上する方法によっております。

（14）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用
に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日。
以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価
の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段であ
る金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ
同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判
定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002
年７月29日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債
権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨
建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの
有効性を評価しております。

（15）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 1,404百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は4,883百万円、延滞債権額は23,798百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は402百万円であります。

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,600百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３
ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は33,685百万円でありま
す。
なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商
業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は4,936百
万円であります。
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産 有価証券 26,355百万円
担保資産に対応する債務 預 金 46,768百万円

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、その他資産85,282百万円を差し入れております。
また、その他資産には、保証金942百万円及び金融商品等差入担保金1,863百万円が含まれております。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、936,840百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任
意の時期に無条件で取消可能なものが851,498百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ
らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子
会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら
れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に
予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。
９．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2000年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める地価公示
法の規定により公示された価格（一部は同条第２号に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地につい
て判定された標準価格）に基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出する方法と、同
条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該
事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,952百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 52,569百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,015百万円
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額
は77,691百万円であります。
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（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益1,070百万円を含んでおります。
２．営業経費には、給料・手当15,371百万円、退職給付費用1,154百万円を含んでおります。
３．「その他の経常費用」には、株式等償却1,121百万円を含んでおります。
４．その他の特別利益は、土地収用に伴う移転補償金であります。
５．営業損益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び使用方法の変更や地価の著しい下落等により投資額の回収
が見込めなくなった固定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額505百万円を減損損失と
して特別損失に計上しておりますが、その内訳は次のとおりであります。

　

地 域 用 途 種 類 減損損失額
（百万円）

福島県内
営業店舗等

土 地 223
建 物 180

その他の有形固定資産 26
その他の無形固定資産 5

遊休資産
建 物 48

その他の有形固定資産 16
福島県外 営業店舗 建 物 4

計 505
　

減損損失における資産のグルーピングは、収益管理上の最小区分である営業店単位（ただし収支関係が相互補完
的である営業店グループは、当該グループ単位）で行っております。
また、遊休資産については、各々独立した単位として取り扱っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産

鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については、路線価など市場価格を適切に反映している指標に基づい
て算定した価額から処分費用見込額を控除して算定しております。

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 252,500 － － 252,500
合 計 252,500 － － 252,500
自己株式
普通株式 442 0 － 442 （注）
合 計 442 0 － 442

（注）自己株式の変動事由の概要
　 増加数の内訳は、次のとおりであります。
　 単元未満株式の買取りによる増加 0千株
２．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2019年６月21日
定時株主総会 普通株式 1,008百万円 4.00円 2019年３月31日 2019年６月24日

2019年11月８日
取締役会 普通株式 1,008百万円 4.00円 2019年９月30日 2019年12月５日

合 計 2,016百万円
　

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議予定） 株式の
種類

配当金の
総額

配当の
原資

１株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2020年６月24日
定時株主総会 普通株式 504百万円 利益

剰余金 2.00円 2020年３月31日 2020年６月25日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行グループ（当行及び当行の子会社等）は、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係る事業
を行っております。資金運用は事業性貸出や住宅ローンなどの貸出及び有価証券投資を中心に行っており、資金
調達は、主に預金により行っておりますが、日常の短期的な資金繰りにおいては金融市場から調達を行う場合も
あります。このように、主として金利変動により経済価値が変動する可能性のある金融資産及び金融負債を有し
ているため、金利変動による不利な影響が生じないように、市場の状況や長短のバランスを考慮して資産及び負
債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。また、デリバティブ取引として、金利関連、通貨関連、債券関連
の取引を行っており、ヘッジ目的の取引とヘッジ目的以外の取引があります。

（2) 金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の事業法人及び個人に対する貸出金であり、貸出先の倒産

や経営悪化等を原因として貸出金の元本や利息の回収が困難となり当行が損失を被る信用リスクにさらされてい
ます。当行の主たる営業地域は福島県であり、福島県の経済情勢が貸出先の業況や担保価値等に悪影響を及ぼす
可能性があります。また、有価証券は主に債券、株式であり、これらはそれぞれ発行体の信用リスク及び金利の
変動リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。
借入金及びコールマネーは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日に

その支払いを実行できなくなる流動性リスクにさらされております。また、変動金利での借入を行っており、金
利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引には、顧客との金利スワップ、通貨スワップの直接取引があります。そのほか、外貨建運用

にかかる外貨の調達手段として、為替予約及び運用収益の増強を目的とした債券店頭オプションがあります。こ
れらのデリバティブ取引は、金利・為替等の変動によって損失を被るリスク（市場リスク）と、取引相手方が契
約不履行に陥った場合に損失が発生するリスク（信用リスク）にさらされております。なお、当行では取引の対
象物の価格の変動に対する当該取引の時価の変動率が大きい特殊な取引（レバレッジのきいたデリバティブ取引）
は利用しておりません。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
　 ① 信用リスクの管理

当行グループは、信用リスク管理規程等を定め、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、
内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これ
らのリスクの状況及びリスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会の審議を経て、取締役会へ定期的に報告を
行っております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、格付や時

価の把握を定期的に行うことで管理しております。
　 ② 市場リスクの管理

当行グループは、金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスクについて、リスク量を適切に把
握し、経営体力の範囲内にコントロールするとともに、リスクの配分によって適切な収益の確保を目指すため、
ＡＬＭ運営の一環として管理しております。リスク管理の方法や手続等については、市場リスク管理規程等に
定め、ＶａＲのほか、金利感応度や資産・負債の期間別構成の分析、シミュレーションを用いたリスク分析な
どにより、金利等が変動した場合の影響度を多面的に把握するほか、有価証券種類ごとに保有限度額や損失限
度額を設定し、価格変動リスクの軽減を図ることとしております。また、半期ごとにＡＬＭ方針を作成し、Ａ
ＬＭ委員会で審議を行っております。リスクの状況及びリスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会の審議を
経て、取締役会へ定期的に報告を行っております。
市場リスクのＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間は金利や株式等のリスクカテゴリーごと

に１ヶ月～１年、信頼区間99％、観測期間は１年と５年を併用）を採用しております。2020年３月31日（当
期の連結決算日）現在の市場リスク量は、全体で28,040百万円となっております。なお、連結子会社の金融資
産・負債の残高・感応度に重要性が乏しいことから、市場リスク量は単体で計測を行っております。
当行では、モデルが算出するＶａＲと仮想の損益を比較するバック・テスティングを実施しております。実

施したバック・テスティングの結果、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているもの
と考えております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リ
スク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない
場合があります。
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し

内部牽制を確立するとともに、リスク量、取引規模、評価損益について、月次でＡＬＭ委員会に報告しており
ます。
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　 ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループは、流動性リスク管理規程等を定め、資金調達や運用状況の分析を日々行うほか、定期的にシ

ナリオに基づく資金繰り耐久度のチェックを行うことなどにより、流動性リスクを管理しております。これら
のリスクの状況及びリスク管理の状況についてはＡＬＭ委員会の審議を経て、取締役会へ定期的に報告を行っ
ております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。

　
２．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時
価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、
連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

（1）現金預け金 1,619,581 1,619,581 －
（2）商品有価証券

売買目的有価証券 16 16 －
（3）有価証券

その他有価証券 331,172 331,172 －
（4）貸出金 3,855,393

貸倒引当金（※１） △18,174
3,837,219 3,883,256 46,037

資産計 5,787,989 5,834,026 46,037
（1）預金 5,316,600 5,316,630 29
（2）譲渡性預金 464,867 464,867 0
負債計 5,781,468 5,781,498 29
デリバティブ取引（※２）
ヘッジ会計が適用されていないもの 2,352 2,352 －
ヘッジ会計が適用されているもの － － －

デリバティブ取引計 2,352 2,352 －
　

（※１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※２） その他の資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、（ ）で表示しております。

　
（注１）金融商品の時価の算定方法

資産
（1）現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利
で割り引いた現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2）商品有価証券
公共債の窓口販売業務として保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会が公表する価格又は

取引金融機関から提示された価格によっております。
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（3）有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によってお

ります。投資信託については、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された基準価格によっており
ます。自行保証付私募債については下記貸出金と同様の方法により時価を算出しております。

（4）貸出金
貸出金は、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を債務者の区分ごとの予想損失率

に基づく理論値金利で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時
価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
貸出金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該貸出金の時価に当該ヘッジ手段の時

価を含めております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先等については、担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から
貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて

は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としております。
負債
（1）預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、
定期預金等の時価は、預金の種類ごとに元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率
は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のもの
は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
金利スワップ、通貨スワップ、為替予約、通貨オプションについては、取引所の価格や割引現在価値等により算出

した価額によっております。地震デリバティブについては、取得価額をもって時価としております。
　
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品

の時価情報の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
① 非上場株式（※１）（※２） 2,042
② 組合出資金等（※３） 26,253

合計 28,295
　

（※１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象とはしておりません。

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について12百万円減損処理を行っております。
（※３） 組合出資金等のうち、組合財産が主に非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので

構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 1,570,467 － － － － －
有価証券 39,083 96,165 49,921 17,331 21,381 9,026
その他有価証券のうち
満期があるもの 39,083 96,165 49,921 17,331 21,381 9,026

うち国債 － 36,595 3,078 － － 8,054
うち地方債 11,450 7,842 4,396 6,104 10,063 －
うち社債 19,475 44,901 40,587 5,854 6,164 －

貸出金（※） 1,364,045 608,236 497,817 338,660 370,767 592,041
合計 2,973,595 704,402 547,739 355,992 392,148 601,067

　

（※） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない28,682百万円、
期間の定めのないもの55,142百万円は含めておりません。

（注４）預金、譲渡性預金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（※） 5,139,943 148,605 28,035 7 8 －
譲渡性預金 464,837 30 － － － －

合計 5,604,780 148,635 28,035 7 8 －
　

（※） 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。
　
（有価証券関係）

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
１．売買目的有価証券（2020年３月31日現在）

当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 0
　

２．その他有価証券（2020年３月31日現在）

種類 連結貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

株式 20,156 10,921 9,235
債券 174,969 173,048 1,921
国債 36,595 36,004 590
地方債 35,871 35,429 441
社債 102,503 101,614 889
その他 24,584 23,217 1,367

小計 219,711 207,187 12,524

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

株式 10,322 13,520 △3,197
債券 29,597 29,910 △313
国債 11,132 11,356 △223
地方債 3,985 4,000 △14
社債 14,479 14,553 △74
その他 71,541 73,691 △2,150

小計 111,461 117,122 △5,660
合 計 331,172 324,309 6,863
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 3,042 835 313
債券 108,941 2,460 49
国債 108,790 2,459 49
社債 150 0 －
その他 69,959 1,593 129

合 計 181,943 4,888 492
　

４．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ
ては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以
下「減損処理」という。）しております。
なお、当連結会計年度における減損処理額は1,326百万円（うち株式1,072百万円、社債159百万円、その他93

百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について連結決算日における時価が取得

原価に比べて50％以上下落している場合、及び30％以上50％未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去一定期
間の時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。

（金銭の信託関係）
　

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）

連結貸借対照表
計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えるもの
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 7,450 7,450 ― ― ―
　

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（賃貸等不動産関係）
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、賃貸等不動産関係の記載を省略しております。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 757円70銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 10円82銭
なお、潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額については、潜在株式がないので記載してお

りません。
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